
徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
十
一
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
七
月
七
日

徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

中

田

丑

五

郎

一

政
党
の
支
部

異

動

の

内

容

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

異
動
事
項

異
動
年
月
日

新

旧

自

由

民

主

党

会
計
責
任
者
の

令

和

五

年

坂

千

代

克

彦

酒

巻

英

紀

小

林

真

智

子

徳

島

県

遺

族

会

支

部

氏
名

五

月

二

十

五

日

二

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

異

動

の

内

容

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

異
動
事
項

異
動
年
月
日

新

旧

会
計
責
任
者
の

令

和

五

年

新
し
い
徳
島
を
つ
く
る
会

井

上

務

井

上

麻

里

林

加

奈

子

氏
名

五

月

十

八

日

会
計
責
任
者
の

令

和

五

年

水

谷

あ

ゆ

み

後

援

会

林

麻

子

水

谷

匡

志

坂

田

幸

子

氏
名

五

月

二

十

二

日

主
た
る
事
務
所
の

吉
野
川
市
山
川
町
堤
外
二
〇
番

令

和

五

年

三

木

と

お

る

後

援

会

森

秀

司

徳
島
市
問
屋
町
二
九
番
地

所
在
地

地
五

五

月

二

十

一

日

日

本

遺

族

政

治

連

盟

会
計
責
任
者
の

令

和

五

年

坂

千

代

克

彦

酒

巻

英

紀

小

林

真

智

子

徳

島

県

本

部

氏
名

五

月

二

十

五

日

会
計
責
任
者
の

令

和

五

年



徳
島
県
水
落
敏
栄
後
援
会

坂

千

代

克

彦

酒

巻

英

紀

小

林

真

智

子

氏
名

五

月

二

十

五

日

令

和

五

年

寺

井

正

邇

後

援

会

木

村

松

雄

代
表
者
の
氏
名

木

村

松

雄

安

丸

徳

廣

五

月

二

十

六

日

令

和

五

年

な
い
と
う
さ
わ
こ
後
援
会

宮

内

春

雄

代
表
者
の
氏
名

宮

内

春

雄

陣

原

ヤ

ス

ヱ

六

月

十

二

日


